
成田空港活用協議会規約 

 

 

（名 称） 

第１条 この会は、成田空港活用協議会（以下「協議会」という。）という。 

 

（目 的） 

第２条 協議会は、成田空港を活用した経済活性化の可能性の拡大を受け、  

成田空港の更なる成長の促進と会員自身の事業あるいは施策の推進に資する

諸事業を、会員相互の連携及び協働のもとに実施することにより、本県経済の

活性化に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）成田空港を活用した経済活性化に資する事業 

（２）成田空港を利用する人流・物流の拡大に資する事業 

（３）会員相互の情報共有に関する事業 

（４）その他目的達成に必要な事業 

 

（構 成） 

第４条 協議会は、経済団体、事業者団体（観光、産業、交通その他の団体）、 

企業、地方自治体など、第２条の目的に賛同する団体、企業等（以下「会員」 

という。）をもって構成する。 

 

（会 員） 

第５条 協議会の会員になろうとする者は、会長の定めるところにより申し込

みをし、その承認を受けなければならない。 

２ 協議会から退会しようとする者は、会長の定めるところにより退会を申し

出なければならない。 

３ 会長は、会員のほかに、協議会の事業実施にあたり協力を得るための団体

（「協力団体」という。）を指名することができる。 

 

（会費等） 

第６条 会員は、負担金又は会費を支払うものとし、その金額は、各年度の総会

において定める。 

２ 前条第２項の規定により退会した会員が既に納入した会費は、これを返還

しない。 

 

 

 



（役 員） 

第７条 協議会に次の役員をおく。 

（１）会長    １名 

（２）特別顧問  １名 

（３）副会長   ５名以内 

（４）監事    ２名 

 （５）参与    若干名 

 

（役員の任務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 特別顧問は、協議会の事業に資する助言等を行う。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名  

する副会長がその職務を代行する。 

４ 監事は、協議会の会計及び業務執行状況を監査する。 

５ 参与は、協議会の事業に関し専門的見地から助言等を行う。 

 

（役員の選任） 

第９条 会長、副会長及び監事は総会において選任する。 

２ 特別顧問は千葉県知事の職にある者をもって充てる。 

３ 参与は会長が指名する。 

 

（任 期） 

第１０条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期 

の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。 

３ 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期

は前任者の残任期間とする。 

 

（会 議） 

第１１条 協議会の会議は、総会及び幹事会とする。 

 

（定足数） 

第１２条 会議は、総会においては会員、幹事会においては幹事の過半数の出席

がなければ開会することができない。 

 

（議 決） 

第１３条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決する。 

 

（表決委任） 

第１４条 やむを得ない理由のため会議に出席することのできない会員又は幹

事は、表決を委任することができる。この場合において、前２条の規定の適



用については、出席したものとみなす。 

 

（総 会） 

第１５条 総会は会長が招集し、次の事項を議決する。 

（１）事業計画及び収支予算 

（２）事業報告及び収支決算 

（３）規約の制定及び変更 

（４）その他重要事項 

２ 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長が欠席の場合は、    

副会長のうちあらかじめ会長が指名する者が議長となる。 

 

（幹事会） 

第１６条 総会の決定した方針、事業計画等に基づき協議会の運営を行うため、

幹事会をおく。 

２ 幹事会は、幹事をもって構成し、幹事は会長が指名する。 

３ 幹事の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 幹事長は、幹事の互選により選任する。 

５ 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。 

６ 幹事会は、次の事項を議決する。 

 （１）総会に提出する議案 

 （２）総会によって議決された事項の実施に関する事項 

 （３）その他会長が必要と認めた事項 

７ 幹事長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め、意見を聴取することが

できる。 
   

（部 会） 

第１７条 協議会に、第３条に掲げる事業の円滑な実施に資するため、部会を設

ける。 

２ 部会の組織及び運営は、幹事会の意見を聞いて会長が定める。 
 

（庶 務） 

第１８条 協議会の事務を処理するため、千葉市内に事務局をおく。 

２ 事務局に、事務局長その他の職員をおき、事務局長は、会長が指名する者を

もって充てる。 
 
 

（専決規定） 

第１９条 事業遂行上急を要する事項については、事務局長の報告を受け会長が

専決できる。 

２ 前項の規定による専決事項については、速やかに幹事会で報告しなければ 

ならない。 
 



（資 金） 

第２０条 協議会の経費は、負担金、会費及びその他の収入をもって充てる。 
 

（会 計） 

第２１条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

るものとする。 
 

（事業期間） 

第２２条 協議会の活動期間は、令和１５年３月３１日までとする。 

 

（補 則） 

第２３条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会

長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規約は、設立の日（平成２５年７月３１日）から施行する。 

２ 協議会設立前において、協議会設立のために、（仮称）成田空港活用協議会

設立準備事務局（以下「準備事務局」という）が支出した経費については、協

議会の支出とみなし、その会計は協議会が引き継ぐものとする。 

３ 協議会の設立発起人となった者、準備事務局に会員申込書を提出した者は、

第５条の規定にかかわらず会員となる。 

４ 設立時の会計年度は第２１条の規定にかかわらず、設立の日から翌年の３

月３１日までとする。 

附 則（平成２７年５月１２日改正） 

 この規約の変更は、平成２７年５月１２日から施行する。 

附 則（平成２９年１１月２７日改正） 

この規約の変更は、平成２９年１１月２７日から施行する。 

ただし、第２条及び第３条については、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（令和元年７月１８日改正） 

この規約の変更は、令和元年７月１８日から施行する。 

附 則（令和４年５月２３日改正） 

この規約の変更は、令和４年５月２３日から施行する。 


